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開 会

【事務局】 お待たせいたしました。定刻となりましたので、まだお見えになっていな

い委員の方がいらっしゃいますが、遅れてお見えになるとの連絡をいただいておりますの

で、ただいまから第８回住宅宅地分科会及び第３回基本制度部会の合同会議を開催いたし

ます。

本日は、委員の皆様方には、ご多忙のところご出席いただきましてまことにありがとう

ございます。私、事務局を務めさせていただきます○○でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。

テレビ・マスコミの取材希望がございますので、よろしくお願いしたいと存じます。

まず、本日ご出席いただきました委員の皆様方の数は、住宅宅地分科会７名、基本制度

部会１１名でありまして、ともに総数の３分の１以上に達しておりますので、住宅宅地分

科会及び基本制度部会ともに成立しておりますことをご報告申し上げます。

次に、これまでご都合により基本制度部会にご出席いただけませんでした委員の方をご

紹介させていただきます。

○○委員でございます。

【委員】 おはようございます。○○でございます。

【事務局】 ○○委員でございます。

【委員】 ○○でございます。よろしくお願いします。

【事務局】 ○○委員でございます。

【委員】 ○○でございます。よろしくお願いします。

【事務局】 次に、本日、お手元にお配りしております資料のご確認をお願いしたいと

存じます。

資料１といたしまして 「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みのあり方に関する中、

間とりまとめ（案 、資料２といたしまして 「独立行政法人移行に向けた住宅金融公庫）」 、

の業務の改善・効率化に関する計画（案 、資料３といたしまして 「住宅政策の集中改）」 、

革の道筋（住宅政策改革要綱（案）の概要 、資料４といたしまして 「住宅政策改革要）」 、

綱（案 、以上の資料をお配りしておりますので、どうぞご確認ください。資料の不足等）」

ございましたら、お申し出いただければと存じます。よろしいでしょうか。
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ここで皆様方にお願い申し上げます。

ご発言いただく際には、目の前にございますマイクのスイッチをオンにしていただき、

ご発言の終了後はスイッチをオフにしていただきますようお願いいたします。

それでは、以後の議事進行につきましては○○委員にお願いいたしたいと思います。○

○委員、よろしくお願いいたします。

議 事

【委員】 ○○でございます。おはようございます。

本日は、本来ならば基本制度部会での審議結果をもとに、住宅宅地分科会を開催すると

ころでございますが、全体のスケジュールの都合上、合同開催ということになっておりま

す。

市場重視型の新たな住宅金融システムの構築、及び住宅セーフティネットの機能向上に

ついて、合同で審議をまとめて、中間とりまとめを本日行う予定ですので、よろしくお願

い申し上げます。

それでは、議事に入ります。

最初の議事は 「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みのあり方に関する中間とりま、

とめ（案 」についてでございます。）

それでは、事務局よりご説明をお願いいたします。

「新たな住宅政策に対応した制度的枠組みのあり方に

関する中間とりまとめ （案）について」

【事務局】 ○○でございます。よろしくお願いいたします。

お手元の資料１に中間とりまとめの案を配付させていただきました。これまでのご審議

を踏まえまして、私どもでいろいろ文章をつくらせていただいたわけでございます。

私のほうで全体的な構造だけご説明した上で、中身につきましては、ご案内のように住

宅金融の話とセーフティネットの話ということになっておりますので、それぞれの担当課

長から中身については引き続きご説明させていただきます。

それで、名簿がついておりまして、３ページのところにこれまでの審議経過でございま
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す。部会といたしましては、本日を含めまして３回のご審議をいただいたわけでございま

して、特に、前回はヒアリング等を含めて内容の濃いご議論をいただいたわけでございま

す。

それから、４ページのところに、はじめにということで、９月２９日の諮問以来、この

中間とりまとめに至ります経緯についてまとめさせていただきました。当面措置すべき喫

緊の制度的課題ということで、この住宅金融システムのあり方につきまして、それから、

住宅セーフティネットの機能向上につきまして、この２点について取りまとめていただく

のがこの中間とりまとめだというご説明をさせていただいております。

さらに、説明を本来最後にすればよいのですけれども、一番最後の４０ページを見てい

、 、 、 、ただきますと それぞれの各論の後に Ⅲで最終報告に向けてということで これで当然

ご審議が終わるということではございませんで、この後、来年のご審議になると思うので

すけれども、こういう大きな柱の制度的枠組みのあり方を踏まえまして、５カ年計画及び

住宅建設計画法という今の体系にかわります新しい制度的枠組み、これについてご審議い

ただくということを考えておりまして、そのあたりの考え方をまとめさせていただいてお

ります。特に、下から２つ目のパラグラフのところの後半にございますように、平成１７

年夏ごろを目途に、新たな住宅政策の基本方向を示す制度的枠組みについて、具体的方向

性を取りまとめるということで、この分科会及び基本制度部会の取り組みにつきまして書

かせていただいているところでございます。

それでは、それぞれの中身について、担当課長からご説明させていただきます。

【事務局】 ○○でございます。私の方からは金融システムについて説明させていただ

きます。

５ページ目、検討の背景がございます。住宅金融公庫が果たしてきた役割は大きく、中

堅勤労者層における住宅の取得促進や良質な住宅ストックの形成を着実に行ってきており

ます。しかし、最近では、民間金融機関が住宅ローンの貸し付けを積極化し、一方で、特

殊法人改革等の要請から、従来の財投資金を前提とした住宅システムから市場機能を活用

した新たな住宅システムへの転換が図られていることが緊急課題になっております。

公庫におきましても、１４年度から融資業務の段階的縮小、１５年１０月からは証券化

支援業務を導入し、そして、１８年度には公庫を廃止し、新たに独立行政法人を設置する

ことになっております。

こういった背景を踏まえまして、民間金融機関が中心になる今後の住宅市場において、
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住宅ローン支援の活性化を促進しつつ、長期固定の住宅資金等の安定的供給をどのように

実現していくのか、また、市場機能を通じて十分供給されにくい諸課題に対していかに取

り組むべきかということにつきまして、新しい独法の役割をはじめ、その方策を検討する

というのが課題になっております。

６ページは、２住宅金融に関する現状と課題でございます。

（１）①は変遷でございまして、平成１５年末でＧＤＰ５％に当たる新規貸出額約２４

兆円、貸出残高約１８０兆円となっております。

、 。 、住宅金融公庫は 特にバブル経済崩壊後の経済対策で役割を果たしてきました 一方で

近年、民間金融機関における住宅ローンの取り組みが活性化したこと。

それから、現在のところ、住宅ローンにおける新規貸付額に占める民間住宅ローンの割

合が１２年から１５年にかけて急増してきた。住宅貸付残高のシェアが１５年度では６６

％になっているという現状が書かれております。

７ページでございますが、②公庫の独法への移行という方針が決まっております。平成

１３年１２月に閣議決定されました特殊法人等整理合理化計画の中におきまして、ここに

書いています、３つの事項が決まっております。

１つは、融資業務について、１４年度から段階縮小。利子補給を前提としないことを原

則とする。２つ目は、融資業務は、民間金融機関が円滑に業務を行っているかどうかを勘

案して、独立行政法人設置の際に最終決定をし、公庫の既往債権については独立法人に引

き継ぐ。３つ目は、５年以内、１８年度に廃止し、これにかわる独立法人を設置するとな

っております。

これに関して、事業の段階的縮小、融資額の縮減、金利につきましても、平成９年から

逆ざやの解消と、１６年からは通算金利が証券化ローンの標準的な金利を下回らないよう

にすると設定されています。また、１５年６月に成立しました公庫法の改正法におきまし

て、先行的に証券化支援業務が導入されているということでございます。

８ページの（２）は、供給されている住宅ローンの内容でございます。住宅ローンは変

動、固定金利期間限定型うち、短期と長期、全期間固定と区分されますが、その中から消

費者が適切なものを選んでいくということが大事でございます。

国土交通省の調査では、全期間固定・１０年超固定の新規貸付額が、公庫の縮小に伴っ

て、平成１４年、１５年では１６.９％、１８.１％と縮小しているということでございま

す。
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この背景は、超低金利下における利用者の選考が一つこざいますし、一方で、民間金融

機関において、短期の預貯金を原資とするようなＡＬＭの体制から、限定的にならざるを

得ないという状況があるということでございます。

短期の固定ローンは、当初の固定期間終了後に返済額が大きく増加し、利用者の生活設

計に思わぬ影響を及ぼすことも予想されます。

諸外国におきましても、イギリスでは、変動・短期固定が大半でございますが、米国や

フランス、オランダ、デンマークにおいては長期固定の割合が高い。英国では、金利の上

昇によって社会問題化したこともございました。

我が国におきましても、民間で供給できない長期固定ローンの供給を支援し、全体とし

て多様なローンが支給されることが必要だと思われます。

（３）住宅ローンの証券化の状況ですが、①のアメリカでは、１９７０年からジニーメ

イ、ファニーメイ、フレディマックが証券化を実施し、長期固定の資金の調達供給源にな

りますＭＢＳ市場が発達し、それが、２００３年末では４７０兆円、国債を上回っている

ということでございます。我が国では、まだＭＢＳの発行残高が８月末で1.４６兆円とい

うことでございます。

一方で、住宅金融に関連する産業の機能分化、いわゆるアンバンドリングが進展してお

、 、 、りまして いわゆるモーゲージバンカーの貸し付けの割合が９７年には５５.７％ また

モーゲージブローカーも２００２年では６５％を占めているという状況になっておりま

す。

②我が国の状況ですが、昨年１０月から買取型の証券化ローンが開始されました。現在

のところ、１１月１日で参加金融機関が１７８、今年度には２３２に増加することが見込

まれております。１０月までの買い取り申請が４,０２８件。１１月の１ヵ月で１,０４４

件増えていますので、量としては、少し上向いておりますが、下のような状況から、まだ

活用されている状況にないということでございます。

内容的には、１つ目が周知の問題。２つ目が、手続や条件等がまだ改善の余地があると

いう問題。３つ目には、金融機関が住宅ローンへの資金運用を重視しているという点。４

つ目は、消費者の将来金利への十分な認識がされていない面があるということが挙げられ

るということでございます。

今後、こういった金利が上昇したときには、こういった証券化ローンを安定的に供給す

るための条件整備を行っておくことが必要であろうということでございます。
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また、関連業務の機能分化や多様な主体の関連業務への参入が進むと予想されます。

（４）住宅ローン情報に対する提供状況でございまして、これは、消費者に対して、商

品を選ぶ際に必要となる情報提供が十分提供されていることが不可欠になっています。住

宅や不動産の業界団体等ではいろいろな情報がされておりますけれども、ローンを選択し

たきっかけとして、住宅の分譲・建設業者というのが半分ぐらいいたということで、それ

に対する対応が必要となっています。

また、将来の住宅ローンの金利上昇へのリスクという問題もありまして、銀行業におけ

ます規約施行規則の運用基準では、金利が変動する可能性があるという表示をされるとい

うことにとどまっております。

しかしながら、一方で、公庫が調査した中では、金利の変動ルールやリスクの説明を受

けたとした人が７７％ありましたが、詳しく受けていないという人がまだ３割いたという

ことでございます。

一方で、アメリカでは、法律に基づきます規則におきまして、変動金利ローン、変動金

利期間があるものがすべてですが、この仕組みを具体的な数字を挙げた例で説明したハン

ドブック、ローンのプログラムについての条件の情報開示、過去１５年間の金利変動デー

タに基づきます返済額の返済例またはその期間中に想定される最高金利、最高返済額の例

を提供しているということで、詳細な情報が提供されております。こういったことも踏ま

えて、今後検討する必要があるということでございます。

（５）住宅融資保険制度の運用については、系列保証機関を持たない中小金融機関や民

間の保証会社では引き受けが困難なもの、つなぎ資金のようなものに対して機能して、需

要に円滑に対応していく必要があるということにございます。

（６）は住宅金融公庫は、これまで貸付金利の優遇や割り増しによって社会の要請に対

応した質の向上に貢献してきており、また、技術基準の適合性というところで質の確保を

加えております。こういったことを考えたときに、直接融資の縮小に伴って今後新しい仕

組みが求められているということでございます。

（７）民間で供給困難な分野では、民間でできることは民間にゆだねるという方針が決

定をしておりますので、この考え方を基本的にして、公庫の融資業務を見直し、事業量を

縮小することが必要であると考えております。具体的な業務についても、宅地造成や分譲

住宅の建設といったものは廃止すべきものだと考えております。

一方で、政策的に重要なものでありながら民間機関が対応できない分野も見受けられま
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す。こういったものについては、融資や保険システムでの対応を検討する必要があるとい

うことでございます。

その中身としまして、①災害対応ということで、災害の復興・予防に対して、被災者の

生活条件に合わせた条件で機動的・確実に供給することが必要でございます。

②都市居住再生というもので、地方公共団体と連携して、事業者や権利者との支援を行

うような密集市街地の建て替え、マンション建て替え・共有部分修繕、子育て世帯向け・

高齢者向けの優良な賃貸住宅の建設といったような、政策上重要であるけれども、民間で

対応が困難な場合があると考えられます。

③リバースモーゲージ等高齢者対応でございまして、これは、高齢者世帯の住宅を有効

活用しながら居住水準の向上を図ることが求められております。公庫でも高齢者向け返済

特例を行っておりますが、これに加えてリバースモーゲージの仕組みについても、今後、

いろいろな課題が残されているということでございます。

④信用リスクが比較的高いと判断されやすい者に対する融資でございますけれども、一

定の収入がありながら既往病歴などで団信に入れない者、最近転職した者、一定の自営業

者が、民間融資を拒否されることが多い。公庫融資や証券化支援業務については、総合的

な審査で行っておりますけれども、今後状況を注視する必要があるということでございま

す。

（８）公庫の既往債権の課題でございます。公庫は、従来、財投資金を原資にし、それ

に補給金を入れて埋めて低利で貸し付けております。しかし、最近では、毎年５兆円から

７兆円の繰上償還が発生し、その中で、比較的高い金利の貸付金が低い金利のものにすり

かわり、新しい低利の財投金利を借りれないという状況になっており、金利水準は順ざや

になっていますけれども、実際には補給金がまだ減少しないということが見込まれており

ます。

一方で、昭和４８年から保証協会で保証業務を行ってきております。これは、９６％の

ストックで使っておりますが、スーパーゆとりの返済等過去の経済対策として行った柔軟

な融資や我が国の経済の停滞を背景とした収入減に起因した貸し倒れの増加、不動産市況

の低下に伴う回収率の低下、最近の新規融資の縮小による保証料収入の減少という形で保

証協会の業務が悪化をしています。これに対して、保証料の引き上げや、それから、回収

の努力をしているところでございます。

こういったような既往債権についての管理の方法、リスクのあり方について検討を行う
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ということが必要でございます。

次に、大きな３基本的考え方として公庫の役割が、直接融資から民間金融機関による融

資の支援・補完へ転換することを基本に行う必要があるということでございまして、大き

くは（１）金融市場の整備で、①民間金融機関による、多様な住宅ローンを安定的に供給

支援するために、特に、民間金融機関では供給に限界があり、利用者の計画的返済が可能

、 。な長期固定ローンを十分に供給されるよう 証券化を通じた調達が必要となっております

また、中小規模のものを含めた地域の金融機関が、比較的信用力の低いとされるものに

対する融資も含め、信用リスクを負担する仕組みが必要であると考えられます。

②住宅ローンの供給主体の多様化では、アンバンドリングが進展し、モーゲージバンカ

ー、モーゲージブローカーが競争力を高めることが期待されています。

③情報の非対称性の解消で、消費者がローンの内容やリスクについて比較できるような

情報提供が必要である。それから、住宅の分譲・建設業者からも詳細かつ正確に提供され

ることが求められる。また、金利変動に対するリスクについても、その告知の方法につい

て検討することが必要であるということでございます。

④ＭＢＳ市場については、証券化する際に拡大をしていくことが必要だということでご

ざいます。

（２）市場の機能のみでは十分対応できない分野のところでは、①で民間金融機関によ

り市場で供給されることが基本であるが、市場のみでは供給できないものについて、何ら

かの配慮が必要で、特に、政策上必要なものについての資金供給について十分留意する必

要があるということでございます。

②住宅の質の確保・向上につきましても、住宅性能表示制度や税制の活用を行うほか、

民間ローンと連携したような仕組みが必要でございます。また、耐震性や省エネ性といっ

たものが住宅換価価値を高めて、いい住宅が形成されることが望まれております。

③では、パイロットファイナンスということで、リバースモーゲージや住宅の担保価値

に着目したノンリコースローンといったものについても開発・普及が必要だということで

ございます。

１９ページ以降、４に全体的な対応の方向が書かれております。

まず （１）独立行政法人の果たすべき役割ということで、民間金融機関の支援・補完、

を目的として、自立的経営で行うということにしております。

まず①の証券化支援業務の積極的推進で、ⅰからⅳを緊急に公庫の段階から講ずるべき
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だということでございます。

ⅰ）が、消費者・金融機関・住宅事業者への周知活動の強化。ⅱ）が、公庫における証

、 、 。券化の支援業務に関する費用 これは現在0.9％ですが いろいろな努力をして縮減する

ⅲ）では、中古住宅の要件が、今、１０年以内となっておりますけれども、これを撤廃す

る。ⅳ）では、その融資限度額の引き上げ等融資条件の緩和を行うということでございま

す。

また、今後の対応としまして、申し込み時に金利を確定する方法や既存の住宅ローンの

借り換えを証券化の対象にすること、また、信用リスクを民間にゆだねるといったような

ものについて、今後の課題として検討すべきではないかということでございます。

さらに、ＭＢＳ市場を広げるために、投資家層の拡大のための各種の活動や既存債権の

ＭＢＳ化を進めて拡大を図るということが必要でございます。

②住宅融資保険制度では、信用補完を通じた支援をするために推進すべきであるという

ことでございます。

③住宅の質の確保・誘導ですが、耐震化、省エネ、バリアフリーについての特に必要な

社会要請に対して、独立行政法人におきまして、証券化支援による民間住宅ローンを通じ

た質の誘導を行うべきである。また、住宅融資保険制度も使ったような質の確保・誘導に

ついても、今後検討が必要、また、証券化ローンと住宅性能評価制度との連携も必要だと

いうことでございます。

④民間では困難な融資への対応では、民間でできる融資は民間が行うことを基本とし、

ただし、政策的に重要だが民間では対応できない分野というもので、災害とか都市居住再

生、高齢者向けの返済特例、財形融資制度などが想定されるということでございます。

なお書きで、一定の返済能力がある方に対しては、安定的に住宅ローンを供給する機能

については、特殊法人等整理合理化計画に基づきまして、住宅ローンの普及状況、民間の

状況を十分注視しながら、今後、独法設置までに最終的判断を行うべきであるということ

でございます。

⑤住宅関連情報の提供は、公庫が長年融資をしてきておりますので、蓄積した情報など

を活用して、技術情報や管理に関する情報、ローン特性に対する情報を積極的に供給すべ

きであると考えております。

⑥返済困難者対策は、公庫が、所得が下がり、あるいは失業した者に対する返済条件の

変更を行っていますが、引き続き対応が必要であるということでございます。
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、 、 、⑦その他では リバースモーゲージ ノンリコースローンなどの新しい融資についても

取り組みについて検討すべきであるということでございます。

次に（２）業務の進め方については、①資金調達でございます。資金につきましては、

基本的には、ＭＢＳ、コーポレート債等市場から調達するということで、災害対応以外は

財投借入金には依存しない資金構造とすべきであるということでございます。また、ＭＢ

Ｓにつきましても、超過担保なしで発行する方式についても、導入について検討すべきで

あるということでございます。

②既往債権については、保証協会の保有する保証債務も含めて特別勘定を設置し、そこ

で集中的に管理すべきであり、損失の対応について、先送りせずに実施し、補給金に依存

する財政構造から早期に転換することによって新しい独法の業務が円滑にできる環境を整

備すべきだということでございます。

③リスク管理は、従来は保証協会を使っておりましたけれども、今後は、信用リスクに

ついては、金利にリスク補完の費用を乗せ、それを機動的に見直すという体制に転換をす

る。また、ＡＬＭをもっと実施する。それから、既往債権のＭＢＳ化を図り、これを市場

で売却して繰上償還リスクを投資家のほうに移転するといったリスクの管理も必要だとい

うことでございます。

④は、公庫や独立行政法人が、業務の効率化を行える基本方針を策定すべきであるとい

うことでございます。これにつきましては、概要を後で資料２で説明します。

次に（３）その他の住宅金融市場に対する改革の対応というところで、①住宅金融の供

給主体の多様化の促進ということで、モーゲージバンカーの、中小住宅事業者による設立

の動きが出ていますけれども、設立促進が効果的だと考えられますので、研修や公庫とつ

なぐような汎用システムの整備を通じて新規参入を促進すべきであります。

また、モーゲージブローカーにつきましては、これはアメリカでは厳しい規定がござい

ます。これにつきまして、法律上融資の取り次ぎ業務がまだ明確になっていませんので、

規制のあり方についても検討すべきであるということでございます。

②消費者への住宅ローンの情報提供ですが、住宅ローン商品の詳細な内容や将来におけ

る具体的リスクについて、的確に情報提供できる仕組みを構築すべきであるということ。

また、住宅事業者においても、そういった内容をアドバイスできるローンアドバイザーを

育成すべきであるということ。それから、中古の流通も考えまして、住宅の修繕・管理等

に関する履歴情報を管理・提供する仕組みをつくり、これと融資と連動する仕組みを検討
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すべきであるということでございます。

資料２を見てください。先ほど少し説明いたしました独法移行に向けた住宅金融公庫の

業務の改善の計画の概要が載っております。

１ページは、３つの構成になっており、１番目は業務運営の改善で、住宅金融公庫と新

しい独立行政法人が業務の中心とします証券化ローンについての制度改善を行っていくと

、 、 、 、 、いうことで ローンの普及 対象住宅の拡大 提示金利の引き下げ マスメディアの活用

住宅事業者への情報提供等の改善を強力にしたいということ。また、リスクの管理では、

貸し倒れに対するリスクを機動的に見直しできる仕組みと、既往ＭＢＳ化による繰上償還

リスクの投資家への移転、積極的な情報公開では、透明性のための情報公開とユーザーへ

のサービスを充実するということを考えております。

２ページ目では、業務の運営の効率化ということで、運営体制につきましても、支店の

再編とあわせて、証券化業務が推進される金融機関や事業者に周知するようセンターを各

地に展開する。組織も機動的な形に改編する。一般管理費につきましても、公庫の段階か

ら独立行政法人化以降も人員のスリム化、一般管理費の削減を徹底することとしておりま

す。コストの縮減につきましても、コスト縮減やアウトソーシングといった効率的な方法

をとることを考えております。

３ページでは、業務の財務内容の改善ですが、１つは既往債権に対する損失の処理で、

特別勘定を設けて、そこで集中的に処理をする。既往債権の証券化につきましては、財務

省と協議しておりますけれども、証券化した財源にして、財投資金の繰上償還を行わせて

いただき、第１期の中期計画が見込まれます平成２３年までに補給金の支出をすべて廃止

したいと考えております。

調達経費の縮減では、ＭＢＳの投資家拡大のためＩＲ活動を通じた拡大と発行諸費の削

減を行うということ。回収業務におきましても、競売だけではなくて、任意売却を活用し

て回収を強化することとしたいと思っています。

収支見通しでございますけれども、新規事業は自律的な経営で、国からの補給金を入れ

。 、 、ないという前提であります 証券化ローンの場合には 初年度の発行経費がかかりまして

それを後の数十年で回収するということになっておりますけれども、こういった前提で計

算しますと、第１期までに単年度黒字、２期までに累積赤字解消といった目標にしており

ます。

以上でございます。
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【事務局】 ○○でございます。

私のほうからは、資料の２４ページから住宅セーフティネットの機能向上に向けてとい

うことでご説明をさせていただきます。

、 。２４ページでございますが 検討の背景ということで記述をさせていただいております

全体のアウトラインの先取りのような形になりますけれども、下から９行目ほどのとこ

ろに、多様な地域の居住ニーズに応じて、よりきめ細かな対応が可能となるようにするな

ど、住宅全体のセーフティネット機能の向上を図っていくことが必要であるということを

書かせていただいております。いろいろなご意見をいただきまして、この施策を展開する

アウトラインということでこのような表現をさせていただいているわけでございますけれ

ども、特に、多様な地域の居住ニーズということで、ここでいろいろご議論いただきまし

たことを集約させていただきますと、公的賃貸住宅につきまして、まちづくりへの活用、

あるいは福祉との連携、あるいはコミュニティーの活性化と、このようなそれぞれのテー

マに公的賃貸住宅を活用できないかという議論がかなり多かったように考えております。

２５ページからでございますけれども、住宅セーフティネットの現状と課題ということ

でございまして、基本認識で、①は経緯を書いてございますけれども、②は公民の役割分

担でございます。

２６ページのほうに公的主体の役割ということで３つほど挙げさせていただいておりま

す。１つは市場の環境整備。それからもう一つは市場の補完、３つ目が市場の誘導という

ことで挙げさせていただいております。

このような、一応、公的主体の役割ということを整理したわけでございますけれども、

２７ページにございますように、基本的なこれからの考え方といたしましては、上から２

番目のパラグラフの４行目ほどからでございますけれども、市場で十分対応できるものに

ついては民間に委ねていく。ここでもいろいろご意見をいただきましたけれども、公的主

体が賃貸住宅をこれから直接供給していくというような場合におきましても、民間住宅の

買い取り・借り上げ、あるいはＰＦＩ手法の導入など、市場機能を最大限活用する取り組

みを進めることが重要だろうということでございます。

その下になお書きがございます。これは、この基本制度部会でも多くの委員の方々から

ご意見をいただきまして、公的賃貸住宅を整備するという方針から、家賃補助という方針

に住宅政策を転換すべきではないかというようなお話がございました。今回は、既存の膨

大な公的賃貸住宅のストックがあって、そこに大勢の方が居住しているという、そういっ
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たことを前提といたしまして、そういったストックが建て替えられていく、あるいは、そ

こにお住まいになられている方々が交代して流動化していくというような中で、地域のニ

ーズにこたえるきめ細かな取り組みということについて提言させていただくということで

ございます。もちろん分科会長さんが、前回のときに最後におまとめいただきましたよう

に、住宅政策の基本的なあり方ということで、長期的な視野で検討すべき内容として、そ

の１つとして、家賃補助への政策への転換ということを議論するということは十分に意味

あることだろうというように思っております。そういうことで、今回は、あえてそれにつ

きましては議論をさせていただきませんでしたけれども、今後の課題ということで、ここ

ではなお書きで整理させていただいているものでございます。

③は、国と地方公共団体の役割分担でございます。

国と地方公共団体が協力して行っていくというのは公営住宅の基本的な思想でございま

すけれども、２８ページをごらんいただきますと、２８ページの（２）の少し上くらいで

ございますけれども、特に、今後、福祉との連携とか、あるいはまちづくりの中で公的賃

貸住宅を活用していくということを考えますと、これまで以上に地方公共団体が主体とな

りまして、地域の自主性と創意工夫を生かしながら住民の居住ニーズに的確に対応してい

くことが必要だということで、今まで以上に地方公共団体の役割は大きくなっていくのだ

ろうというように思っております。

そういった基本認識の上で （２）でございます。社会経済情勢の変化と、それがもた、

らす課題ということでございます。

①は家族形態の変化でございまして、ご案内のとおり高齢者が増えている、しかも、高

齢者の夫婦の方、あるいは、その単身世帯というものが非常に増えている。

２９ページでございますが、さらに、少子化の中で子育ての環境というものが非常にこ

れから重要になっていくというような、そういった状況にあるということでございます。

②につきましては、社会的弱者について触れさせていただいております。

②の中ほどでございますけれども、ＤＶの被害者でございますとか、あるいは犯罪被害

者、あるいはホームレスといったことで、いわゆる社会的弱者が多様化してきているとい

う中で、福祉政策と緊密な連携を図りながら、自立支援を図りつつ、地域における居住の

安定確保を図っていくということが必要であると、そういう問題認識でございます。

それから、③につきましては、まちづくり、都市・地域づくりの観点でございます。中

心市街地の衰退などが発生しているという中で、既存のストックを十分活用できないかと
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いう論点でございます。

３０ページでございますが、こういった（２）でご説明いたしましたような社会経済の

情勢変化に対応して、しからば、現在の公的賃貸住宅はどうなっているかということでご

ざいます。

①にございますけれども、まず地域的にはかなり偏在が見られるということでございま

す。これは、１つには、なかなか総合的な計画をつくって整備していないということがあ

るかと思います。ストックが過度に集中している地域と全くない地域とがあるということ

でございます。また、それぞれの内訳を見てみますと、ストックが過度に集中している地

域におきましては、そこには高齢者がかなり集まってきてしまっているというようなこと

がございまして、いわゆるコミュニティーとして見ると、特殊階層をつくり出してしまっ

ていると、そういった状況でコミュニティーバランスが低下しているという傾向が見られ

るということでございます。

３１ページでございます。

②で居住ニーズと住宅供給のミスマッチということで書かせていただいておりますが、

これは、１つには、先ほど地域の偏在を申し上げましたけれども、公的賃貸住宅相互間で

不均衡が見られると。かなり公営住宅のオーバー率が高いところもあれば、特定優良賃貸

住宅等に空き家が見られるというような状況がある。公営住宅については、今申し上げま

したように、非常にオーバー率が高いというような状況があるにもかかわらず、一方で、

収入超過者あるいは高額所得者というのが居住し続けているというような、非常に不公平

感を招来している現実があるということでございます。

それから、③でございますけれども、まちづくりとの関連が希薄な状態で立地されてい

るという状況があるということでございます。

こういったことで、社会経済の情勢変化に対応した公的賃貸住宅の現状というのは必ず

しも期待するようなものにはなっていないということでございます。

３２ページでございます。

以上のような現状を踏まえまして、住宅セーフティネットの機能向上に向けた基本的考

え方をどう考えていくかということでございます。

再三申し上げておりますように、まず１つは、福祉あるいはまちづくりというものと密

接に連携、あるいは、考え方を協調していかなければならないだろうということでござい

ます。
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それから、２番目は、地方公共団体、福祉とかまちづくりというものを強調すればする

ほど、地方公共団体が主体であるということを尊重しなければならないだろうということ

でございます。

そういったことで、３２ページの下に丸で３つほど整理させていただいておりますけれ

ども、こういったご意見を踏まえまして、私ども、これからの制度改正でやるべきこと、

あるいはやろうとしていることについてのアウトラインでございますが、１つは、地域の

公的賃貸住宅の供給に係る総合的な計画づくりを地方公共団体で行うべきであること。私

どもといたしましては、そういった計画に基づくものにつきまして財政支援をするのです

けれども、それにつきましても、地方の需要度の高い、使い勝手のいいような、そういっ

た支援を行うべきであるということでございます。

、 、 、それから ３番目の丸にございますように 公的賃貸住宅間の相互連携等につきまして

弾力的に進めること、これも必要であるということでございます。

３３ページでございます。

今申し上げましたような基本的な方向の中で、どのように具体化していくかということ

でございます。

（１）につきましては、既存ストックの有効活用ということでございます。

①は公的賃貸住宅制度間の弾力的な運用。いろいろな公的賃貸住宅があるわけでござい

ますけれども、一体的な管理を視野に入れながら、相互に連携していきたいということで

ございます。

それから、②につきましては、公営住宅への入居における公平の確保ということでござ

いまして、収入超過者対策とか、あるいは世帯人数と居住規模のミスマッチの解消でござ

いますとか、あるいは定期借家の活用、それから、これはなかなか課題が多く、一朝一夕

には難しいところもございますけれども、保有資産を加味する仕組みについても検討して

まいりたいということを考えております。

３４ページでございます。

公的賃貸住宅のストック更新の円滑化でございますが、これは、例えば、インフィル部

分を改修する、そういった手法についても積極的に活用していきたいと考えております。

それから、④は住宅の循環的利用でございます。

この中では、高齢者向け住宅に関する情報提供とか相談体制の整備、あるいは中古住宅

の性能評価、あるいはサブリース等の普及・促進のための条件整備と、こういったものを
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考えていきたいと思っております。また、リバースモーゲージの普及に向けても積極的に

取り組みたいと考えております。

それから次に、福祉との連携でございます。

３５ページでございますが、高齢者の関係で申し上げますと、なかなか普及しておりま

せん、知られてもあまりおりません終身建物の賃貸借制度の普及、あるいは、福祉施設と

か福祉サービスの伴った公的賃貸住宅を各地域できめ細やかに供給していくという、こう

いったハード・ソフト両面の仕組みを考えていきたいと考えております。

それから、②、これは子育て世帯でございますけれども、子育て世帯への支援の必要性

ということについては、ここでもご意見をいただきましたけれども、子育て支援施設の一

体的な整備とか、あるいは、子育て世帯を公的賃貸住宅に入居させることについて、でき

る限り支援を行いたいというように考えております。

それから、３６ページでございますが、③は障害者世帯でございます。これは、施設か

ら住宅へというような流れの中で、障害者について、家賃債務保証制度による入居支援、

あるいは、知的精神障害者の単身入居につきましても、支援体制の枠組みづくりとあわせ

まして、単身入居について考えていきたいと考えております。

それから、④につきましては、その他、ＤＶ被害者、犯罪被害者、ホームレスなど、多

様ないわゆる社会的弱者と言われる方々に対して、自立までのステップとして、例えば、

単身入居を認めるなどの必要な入居支援を行っていきたいと考えております。

それから、３７ページでございますが、まちづくりの関係でございます。

①でございますが、中ほどでございます。団地の建て替え等の機会をとらえまして、商

業・業務機能等の導入等々を図りまして、地域に開かれたつくり方となるように配慮して

いきたいと考えております。

それから、②は街なか居住への対応ということで、民間住宅の公営住宅としての借り上

げ等を進めながら、その立地を生かして交流拠点の整備を図っていきたいと考えておりま

す。

③につきましては、密集住宅市街地整備等のまちづくり事業を進めるための従前居住者

の居住の安定を図っていくということも考えております。

それから、３８ページでございます。

④でございます。

今は、どちらかというと都心の活性化、中心市街地の活性化というような話でございま
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すけれども、地方の活性化への対応というのが④でございまして、過疎地域や中山間地域

におきましても、公的賃貸住宅を戦略的に供給していくことが必要ではないかという提言

でございます。

以上、福祉あるいはまちづくりということで、公的賃貸住宅を活用すべき分野について

触れてまいりましたけれども （４）で民間等の活力の活用ということで、整備における、

一つの基本的な方向といいますか、考え方ということで、中ほどにございますように、公

共と民間のパートナーシップの基本的考え方のもとで進めていく。

さらに具体的に言いますと、例えば、３８ページの下のほうにありますように、民間の

活用の一つのやり方として、指定管理者制度の活用であるとか、あるいは、地域ボランテ

ィア、ＮＰＯなどとの連携というようなことで民間の活力を活用していくことも念頭に置

いて行っていくということでまとめさせていただきました。

以上でございます。

【委員】 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局からの説明に対してご意見はございませんでしょうか。○

○委員。

【委員】 短期間にほぼ網羅的な論点を大変深くご検討いただいておりまして、敬意を

表するところでございます。

特に、住宅公庫に関連するところでは、既往債権のパススルー化について、証券化につ

いて直接的な言及をいただいたということは、今後、特に独立行政法人の最大のリスクに

なります期限前弁済等に対する問題を適切に管理するという点から、極めて重要であると

いうことで高く評価したいと、こういうように考えておるところでございます。

それから、あとはコメントでございますが、１４ページ、１５ページで、リバースモー

ゲージ等高齢者対応ということ、あるいは、信用リスクの高いものに対する対応というこ

とを議論されておりますが、この中では、○○委員からもご指摘のあったノンリコース化

ということが一つキーになってくるというように思われるわけですが、これに対する言及

が少し軽いかなというところが残念に感じたところでございます。

また、３４ページで出てまいりますリバースモーゲージとここで書いてございます融資

、 、 、型のリバースモーゲージは 少し質が異なっておりますので 少し注記をいたしませんと

一貫して読むことが難しいのではないかと、技術的な点でございますが、思ったところで

ございます。



- 18 -

それから、１９ページでございますが、証券化支援業務の積極推進の費用の縮減という

ところでは、主としてヘッジコストの縮減のみに言及されていらっしゃいますが、その後

にご指摘になりましたような業務内容の改善による一般的な経費削減と、０.９の中には

この部分も非常に大きな比率を占めておると思いますので、やはり独立行政法人という、

民営化しないわけでございますから、業務運営の効率化による費用縮減ということもぜひ

やっていただきたいというふうに考えるところでございます。

それから、関連するところでございますが、証券化を軸にするということで、ユーザー

への情報開示というお話がございましたが、実は、これが業界に対する情報開示のみでご

ざいまして、特に本文では、証券市場あるいは投資家に対する情報開示という言及がない

わけでございますが、市場を軸にして住宅金融を提供していく以上、やはり市場に対して

どれだけ情報を提供していくかというのは極めて重要になります。そういう意味では、中

に書くかどうかは別にして、資料２の１ページ目の真ん中に融資債権に関する情報の積極

的開示ということを書いていただいておりますけれども、これが、今後、公庫にとって非

常に重要な問題になってくるということを申し上げたいと思います。

最後に、審議の過程で私がコメントした点で、マーケットを活用した業務をやっていか

れるに際して、やはり人材ということが今後問題になってくるというように私は個人的に

思っておりまして、独立行政法人という形で、必ずしも民間の血が入るとは限らない組織

形態になるわけでございますので、民間等からの専門家の人材の外部からの積極登用等を

行っていただきまして、専門性の高い業務をぜひ円滑に運営していただきたいと、このよ

うに考えるところでございます。

私からは以上でございます。

【委員】 今おっしゃったことで、多少、難しいところがあったので、ちょっと伺いた

いのですけども、投資家への情報提供が必要だとおっしゃったけど、例えば、具体的には

どういうことですか。

【委員】 まず、現在について言いますと、特に、全額のパススルーですね。証券化等

を行いますと、かなり巨額の債権を投資家が踏襲していくということになりますが、基本

的に長期の固定の商品でございますので、これをかなり詳細に分析をして、期限前弁済が

どのぐらい起こるのかとか、金利変動が起こることによって価格がどのぐらい変動するの

か等の分析を行っていきませんと適切な投資ができないのです。これが、ここまで、やは

り市場規模が小さいということで、まだまだあまり解析が進んでおりません。情報もなか
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なか入手しづらい状況でございますので、ぜひ今回、全額証券化ということをお考えにな

るに際しては、積極的に投資家の分析のための資料というものをもっともっと提示してい

ただきたいというように思います。

【委員】 わかりました。そうすると、最終的に投資家が投資する内容についてのリス

クに関する情報、ある程度丸めた情報を公開すべきだということですか。

【委員】 いえ、やはり５０兆円というような規模で既往債権が証券化されますと、デ

リバティブ等も早急につくっていかないといけない。こうなりますと、やはり相当詳細な

保有資産に対する情報がないとなかなか分析というのはできないです。ですから、丸めた

情報と言うよりは、もうほんとうに細かい情報を極力何でもかんでも開示していくと、こ

れが要るだろうとかということを公庫が判断するのではなくて、何が要るかは市場が判断

するということでやっていかれるということが重要だと思います。

【委員】 わかりました。

それでは、事務局で、今の○○委員のご指摘に対してコメントをお願いいたします。

【事務局】 既往債権のＭＢＳ化に伴う情報については、投資家層の拡大として書いて

いるつもりですが、十分開示していくことによって投資家が増えるという要素があります

ので、十分配慮したいと考えております。

それから、ノンリコース化についてはどう進めるのか。アメリカの住宅が資産として維

持管理をしていくという仕組みと、日本の中古が劣化するという状況が違い、その点を踏

まえた融資というものを考えていくときには、全体的な市場の議論をしないといけないの

かと考えています。

ノンリコースも、文章の中には２回ほど出てまいりますので、委員がおっしゃっている

重要性、例えば、リバースモーゲージする場合にノンリコース化が一つの解だとも考えて

いますので、それについては十分検討していきたいと思っています。

人材については文章では言及しておりませんが、今後、単に資金を回すというだけでな

くて、市場の中で判断するということが出てくれば、重要なことではないかと考えており

ます。

以上でございます。

【委員】 今の事務局のお答えでは、方向性としては全く同じだということですが、そ

れでよろしいですか、文言の修正の中で。

それでは、ほかに。はいどうぞ、○○委員。
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【委員】 私は、この中間とりまとめについては、いろいろ今までに議論になってきた

ことと、現在の時点で表現可能な形ですべて盛り込んでいただいていますし、また、現実

的に今すぐ政策転換すべきことについても盛り込まれていると思いますので、全くこの中

間とりまとめには異議がございません。そういう前提で、ただ、この中でも、今後検討し

ていくということも何点か指摘していますけれども、今後の議論の方向性という意味で、

２点ほど問題提起をしておきたいと思います。

第１点は、収入分位の問題なんですけれども、現在、公営住宅の収入分位は下から２５

％程度ということできているわけです。これは、今回の中間とりまとめの基調は、やはり

住宅政策については、世帯数が戸数を上回る住宅難時代とは違って、これから広くまちづ

くりの中で住宅政策を考えていっていいという考え方ですので、だとすると、公営住宅の

収入分位についても、下から２５％を対象としているということでいいのかどうかという

ことは、これは、既得権その他等の問題で微妙な問題もありまして、かなり議論としては

、 、難しい議論も出てくるかとは思いますけれども やはり避けて通れない問題ではないかと

そう思います。

現実に、公的住宅が３４０万戸ほどだったと思いますけれども、あって、全国の賃貸住

宅の２割程度を占めているという状況であるにもかかわらず、公営住宅の募集に対する倍

率というのは８倍に達しているということは、かなり広く公営住宅の対象が、現実的には

対象となっているという状況を示しているわけです。

この数字自体から単純に直感で考えると、収入分位で下から２５％にとどまっていない

のではないかというようにも思います。現実に、金額で全国一律で数年前に決めた金額で

きていると思いますので、だとすると、デフレ現象の中では、当然２５％よりも対象者が

多くなっているということもあるのだと思います。

それから、福祉の世界では、給与所得者と自営業者と差をつけているというような制度

もあるわけですけれども、そういった税法上の収入の補足率の問題等もあるのではないか

と思います。

そういったことから、今回、第２章のテーマを住宅セーフティネットの機能向上という

ようにしているわけですから、だとすると、セーフティネットに徹するということから考

えると、しかも、住宅においては民間市場が非常に充実しているということを考えると、

公営住宅の対象をどこまで考えるかということについての根本的な議論は、今後、必要で

はないかと、この点をまず指摘しておきたいと思います。
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それから、第２点としては、これと関連してですけれども、我が国の住宅に関する権利

関係についての法制度というのは、既得権保護主義ということで非常に時代おくれの面が

あるわけです。これもやはり世帯数が戸数を上回っているという住宅難時代につくられた

保護主義であるわけでして、これからは、戸数の確保ではなくて、まちづくりの中で住宅

の質を考えていくということを考えた場合には、やはり公営住宅についても、非現地建て

替えですとか、あるいは、従前戸数を下回る建て替えだとか、そういった場合も公営住宅

の建て替えで考えていかなければならないということになると思います。

特に、公営住宅の場合は、築後３０年以上たっているものが４割を超えているという状

況で、一般の住宅よりも、防災上も、あるいは、まちなみの上からも非常に問題があると

いう状況があって、建て替えが非常に大きな問題になっているわけでして、そういったこ

とからすると、公営住宅の建て替えについては、既得権、絶対保護主義のような法制度と

いうのは非常に桎梏になっているという状況がありますので、こういった点についても、

住宅をめぐる時代状況が変わってきたということを踏まえて、従来の観念と変えていく議

論をしていく必要があるのではないかと、以上、２点を指摘しておきたいと思います。

【委員】 どうもありがとうございました。

今の○○委員の問題提起は、将来にわたってということです。しかし非現地建てとか、

それから、従来戸数を下回るようなものとかいうのは、地方に自主性を与えるという今回

の動きの中ですぐにも部分的に実現できるのではないでしょうか。それとも、やはりこの

原則は当分守り続けるわけですか。

【事務局】 ○○委員のほうからは、以前も非現地建て替えについても、明け渡し請求

を認めるようなお話かどうかというご提言をいただいたわけでございますけれども、基本

的に、私ども、行政をやっている問題意識としては、やはり公営住宅の寄って立つ経緯か

らいって、居住者の権利というものを尊重する方向にかなりシフトしているという認識は

あるわけでございます。ただ、それが、現時点でどこまで軌道修正ということができるか

どうかということについては、いろいろ法制局等と法律関係については議論しているとこ

ろではございますけれども、おっしゃいましたようにいろいろ既得権の問題とかがござい

まして、現時点では、いろいろトライはしておりますけれども、なかなかやはり、一つ公

営住宅というだけではおそらくなくて、全体の既得権尊重といいますか、我が国における

そういった法制度体系を変えにくいというような、そういう面があろうかと思いまして、

実は、直ちにはうまくいかないだろうという感じは、正直、持っておるところでございま
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す。

【委員】 それでは、順番で○○委員お願いします。

【 】 、 、委員 私も新たな住宅金融システムのあり方 並びに公営住宅のあり方については

基本的には、非常に適切に取りまとめられておりますし、論点も整理されておりますし、

大変わかりやすくて、基本的にこの報告案に賛成でございます。

ただ、まず住宅金融公庫のあり方の中で、２０ページの上のリスクヘッジですね。この

辺の金利に絡むリスクヘッジの部分について、まず第一に申し上げたいのですが、現在、

急速に住宅金融公庫の融資割合、直接融資について、ローン市場において、新規発行の中

で９％まで今ウエートが下がっているということは現実なんですが、実際は、やっぱり中

高層住宅においては、依然として４割近い申し込みがあるんです。これからますます、い

ろんな意味で都心居住は進みますし、中高層住宅については、ある意味では、国民の住宅

としてのウエート、また質の向上、これがますます求められていくわけであります。

そういう意味で、今、ここの報告書の中にも記載されておりますけれども、民間ローン

が商品設定も非常に充実してきておりまして、大変いい方向へ行っていると思います。し

かし、民間ローンは、どちらかというとまだまだ変動金利が中心でありまして、これから

金利が上がっていく、そういう状況、上昇期に備えていきますと、やっぱり安心して長期

固定ローンを消費者が選択できるように、やっぱり証券化支援業務のところの仕組みをき

っちり組み立てていかなきゃいけないんじゃないかと思います。そういう意味では、この

２０ページに記載されております、この記載のあり方で、最近、この金利の変動リスクに

ついては、オプションとか、いろんなスキルを使うことによって、実際、ヘッジが可能で

、 、 、 、 、ございますので そして 現在 なぜ この辺が非常に大きな問題になるかといいますと

マンションをどんどん超高層化しております。それから、都市の再開発の中で供給されて

くるとか、建て替えが絡んでくるとか、いろんな意味で竣工までの期間が長くなるわけで

す。したがいまして、ここにも記載されておりますが、実は、申し込み時に金利を確定さ

せられるという今までのローンの、住宅金融公庫の直接融資の仕組みが、実は、マンショ

ン購入者にとっては非常にありがたかったと、こういう部分があるわけですが、この証券

化支援業務に基づく商品設定の中では、これが、実行時、竣工時の金利になっているとい

うところで、これについては、こういうふうに記載されておりますから、大変受けとめて

いただいていると思うんですが、今後の課題として検討すべきではなくて、今後、実施と

か実現していく課題というか、実際、技術的に可能でございますので、むしろ実現してい
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くというようなニュアンスを少し強めていただくとありがたいなと、こういうふうに思い

ます。

それから、顧客に対しての金利変動リスク等、適切な情報を説明していくというのは、

これは言うまでもないことですが、これは、第一義的には、やはり金融機関が提示すべき

ではないかと思いまして、住宅の事業者ですね、もちろん十分説明する努力はいたします

が、ここのところ、顧客のニーズに基づく販売サービスの一環として自助努力をしていく

ということについては、幾ら強調していただいても足りないことはないと思います。思い

ますが、ローンアドバイザーを住宅事業者が義務化されるというようなことについてはい

かがなものかと思いますので、今後の制度設計に当たっては、その点についてはご留意い

ただきたいなと、こういうことで、意見とお願いを申し上げたいと思います。

【委員】 どうもありがとうございます。

それでは、今の○○委員のご要望に対して、事務局からお願いいたします。

【事務局】 今、お話がありました１点目でございますけれども、住宅金融公庫の直接

融資は、先ほど○○委員がおっしゃったように、申し込み時で金利を決めて、融資を実行

するという仕組みになっております。今の直接融資は、金利が上がる局面ではその前に金

利を固定しますので、その分国の負担が増えてしまうことがございまして、そこがリスク

が今までとれていなかった一つの原因になっております。

それで、今回の証券化ローンも、現在のところはそういうリスクはとれない。つまり公

、 、庫が自立的な経営をするという中では 何らかのヘッジをしないとできないということで

今のところは資金交付時で金利を決めるようになっております。

、 、 、 、この辺 先ほど委員がおっしゃったように ヘッジをどうするかというところ 例えば

超高層住宅ですと工期が２年、３年はかかる、それをどういうふうにヘッジするかについ

て、検討したいと思います。公庫が赤字を出すのではなくて、うまいヘッジの方法を見つ

、 。 、けて できるだけそういった需要に対応していきたいと考えております そういう意味で

ここではそういう勉強をしますよという趣旨で書いています。不動産等のニーズについて

は把握していますので、その対応を十分考えていきたいと思います。

それから、２つ目のローンアドバイザーの件ですけれども、前回、○○委員から質問が

ありましたけれども、今のところは義務づけということではなくて、住宅を売る方がいろ

んな情報を提供している面はあり、そのときにローンの知識を知らないというのでは後で

トラブルになる可能性があるので、ローンに対する知識なりを随分知っている方を養成す
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る。つまりアドバイザーでないと行ってはいけないとかいうのではなくて、当面はそうい

う人をどんどん増やすという形で研修をする意味で書いております。そこについて、今の

段階で住宅の事業者が何らかの義務づけをするとこまでは書いておりません。どんどん増

やすことが意味があるというように書いております。

【委員】 次は○○委員。

【委員】 私は法律学の立場から少し申し上げたいと思うんですけれども、住宅行政そ

のものにつきましては、まだ少し空気が読めないところもあるんですが、基本的には、民

的な住宅の動きというのがあって、それと平行して公的な政策というのが存在していると

いう、そういう領域ですので、もともとあまり官民の本質的な違いというのがわかりにく

、 、い領域だったんだろうということもあって おそらくこの中間とりまとめにつきましても

かなり官の役割がどこまであるのかということを意識して議論されており、それなりにき

れいに整理できているかなと思います。

ただ、では官の役割がどういうところにあるのかというときに、個別的には、例えば、

災害対応の話ですとか、あるいは密集法関係のご議論があって、それはまさに個別の問題

としてやられると。特に、密集法の話なんていうのはなかなか具体的に動いていないよう

に聞いておりますので、単に金融的な話とか援助的な話だけではなくて、現に家を、代替

的な現物を供与できるような話がありますと、さらにいいのかなというふうに思ったりし

ております。

ただ、グレーゾーン的なところに行政が存在しているために、いまひとつ、全体として

住宅行政がこれからどういうふうに発展していこうとしているのか、何かよくわからない

ところがあります。地方にできることは地方にと言ってみたり、民にできることは民にと

言っていきますと、だんだん行政がやることがなくなってくるのかなと。何か薄まってく

るところがあるようにも思われます。ただ、私としましては、やっぱり住宅の話というの

は、最近ですと、例えば、コミュニティーの再生なんていう話が、特に治安関係で、まち

づくりを再建していきましょうという観点が落ちているかなと思ったんですけれども、例

えば、少し具体的に言いますと、３７ページでしたかね。弱者への配慮とか、そういう話

は確かにいいんですけれども、もう一つは、現に人が住む魅力あるまちづくりとか、コミ

ュニティーそのものが崩壊しかかっているときに、家があるということは人が住むという

ことなので、おそらくもっとコミュニティーをほんとうに根本からつくり直すとか、それ

から、治安的な話で地域の力をつくるとか、そういうところで、多分、潜在的にはもっと
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もっと大きな力があるところなのかなとも思っておりまして、もっと突っ込んだ議論がで

きるのではないかなというふうにも思ったりしております。

それで、そのときに、官的な仕事としましては、個別の案件のみならず、やっぱりスキ

ームづくりというところがあると思うんですが、私は、これは、法律をきちんとつくり直

すというところまで含めて申し上げているんですが、例えば、先ほど○○委員も言われた

んですが、既得権者を保護するとか、それから、家賃の滞納をどうするかとか、明け渡し

をどうするかとか、そういう話につきまして、先ほど法制局の話があったんですが、法制

局的な議論というのは、第三者から見ると、あるいは、歴史的に言うと、ちょっと正当性

を失いつつあるところがあって、例えば、法体系の整合性なんていう議論は、実は中身が

ないよねということはわかってきているわけで、法律を執行するときも、ローエンフォー

スメントの話が今まさに大事だと。ですから、家賃の滞納についても、民事的な発想だけ

でとるのではなくて、そこに公法的なスキームをきちんと入れて、それから、実効的にか

つ効率的にとっていくということを立法論としてほんとうは考えていってもいいはずだ

し、そういうドクマティックを変える部分というのがあって、そういうところはぜひ踏み

込んでやっていいはずだし、そうすると、従来の行政内のビヘービアも少し違ってくるん

じゃないかなと思っています。

証取法とか独禁法なんかでも、課徴金の議論なんかもいろいろすったもんだがあったわ

けですけれども、結局のところ、そういうことを導入しましょうという形でなってきてい

るわけで、そういうことも考えていただけるといいなというように思っています。

以上です。

【委員】 例えば、法制局への対応なんかを含めて、長期的にこの住宅政策を考えてい

く上でのご提案というように考えてよろしいですか。それとも、文言の修正を要望してお

られるということですか。

【委員】 いえ、全体として行政の内容が薄まっている印象があるんですね。将来的に

ということでございますけれども、そこを根本的に考える、いろんな状況が整いつつある

のではないかということです。

【委員】 はい、わかりました。

それでは、事務局のほうからご意見ございますか。

【事務局】 例えば、コミュニティーの話も、私どもとしては、福祉とかまちづくりと

かということと全く同様に、コミュニティーの話ということは非常に大きなウエートを占
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めていると思っておりまして、それに占める住宅の役割というのは非常に大きいし、これ

からますますそれを重視しなければいけないだろうと、そういう認識がございまして、そ

れにつきましても、一応、記載はさせていただいているつもりでございます。

ただ、住宅政策全体としては、確かに、少なくとも公的賃貸住宅ということに着目しま

すと、今まで行ってきた制度あるいは考え方というものが大転換期に来ているということ

は間違いないと思っていまして、その転換期を象徴する一つの言葉として、地方なり、民

なりということで、それに対して、国あるいは公的なものがどういう方向で行くべきかと

いうことについて議論をさせていただいた、あるいは、ご意見をいただいたというところ

でございます。

今、スキームづくりで、もっと踏み込んでやるべきじゃないかという、私どもといたし

ましても、大変心強いご意見をいただいたと思っておりまして、私ども、今までのあり方

、 、 、というものが これは あくまでそれを前提としてやっていくんだということではなくて

今後、おそらく住宅政策に関する基本的な議論が行われていくと思いますので、そういっ

た中では、今のご意見も、我々としては十分に考えながらやっていきたいというように思

っております。

【委員】 それでは、○○委員どうぞ。

【委員】 私は、中間とりまとめ案、全体としては大変、基本線、賛成でございますけ

れども、１点だけ、中古住宅の証券化事業に関連する対象の拡大のところで、１９ページ

のところなんですが、ちょっと気になることがございます。

全体の印象にもかかわることなんですけれども、住宅性能評価制度の問題と、それから

価格評価制度の問題というのは、本来、一体のものではないかというふうに考えてきたん

ですが、ところが、なかなか現実にはうまくこの両者が一体の議論として進んでいないと

いうのが、実は、印象としてずっと感じてきたことなんです。１０月からスタートした新

型ローンでの中古住宅について、価格評価を、ＬＴＶのＶに当たる部分でありますので、

それをどんなふうにしているのかということを公庫の方に実は聞いたことがございまし

て、一応、民間の審査の際に、住宅価格の情報ベンダーであるとか、あるいは、中古住宅

の流通機構のいわゆる価格情報を見ながら審査をしているという話でございました。価格

情報について、それなりの整備を図りつつ、その要件を撤廃するということをできれば入

れていただいたほうが、中古住宅についての、言うならば、資産価値の保全という方向も

含めて、その方向が出てくるのではないか。
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ただ、具体的にどれがいいという、前回の建議の議論でもいわゆる地価情報の問題が出

てまいりましたけれども、どういう形がいいかというのは、実は私もよくわからないとこ

ろがあるんですけれども、本来は、住宅性能と、それから価格評価は一体のものなんだけ

れども、現在は、性能表示等については、それなりに体制ができつつあるという印象を持

っておりますけれども、両者をあわせた形で何か方向性が出るようなことができないかと

いうふうに考えております。

その１点だけでございます。

【事務局】 今のお話は非常に大事な話だと思っております。性能評価と価格の場合、

それぞれの、価格は価格のほうで価格マニュアルというのがひとつ確立していまして、そ

れで行っております。性能評価についても、やはり浸透を図りながら、そういうことを行

っていかなくてはいけないというように考えております。

ただ、これの、中古住宅の対象拡大については、実は、これ、緊急に行わないといけな

いという話になっていまして、ここに書きますと、それができないと拡大できないことに

なりますので、今の話は、例えば、証券化と、それから住宅性能表示との連携というのは

、 、 、別途のところでちゃんと書いていますし 今のお話についても この金融の問題に限らず

今後の課題で大事な話だというように認識しております。

【委員】 もちろん今後の課題で結構なんですけれども、ご検討いただければというこ

とでございます。

【委員】 ○○委員。

【委員】 今回のこのとりまとめは、いろいろなことが考慮されておりまして、私とし

ては、かなり満足のいくものであったと思っております。

ただ、今後の方向について、２点ほどコメントしたいと思います。

１つは視点の問題だと思うのですが、書かれているようで、書かれていないような気も

するのですけれども、住宅の質の問題です。実は、信用割り当ての問題が重要になってく

るのではないかと思うのです。今まで公庫はかなり逆選択に近いほど借り入れする人を受

け入れてきて、それがデフォルト率を上昇させた面も否定できないと思います。今後民間

が主流になりますと、民間よりシビアですから、信用割り当てがかなり起こってくる。そ

うしますとどういうことが起こるかといいますと、信用割り当てを受けて、全然借り入れ

できなかった人は借家のままという経済厚生上の問題はありますが、借入額が減少した場

。 、 、合にはより質の悪い住宅を買うことになります アメリカでは 信用割り当てがあっても
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住宅のマーケットが非常に厚いわけなので、つまり、中古市場がほとんどですから、さま

、 。ざまな ある程度保証された中古市場が幅広くあるので質の低下はそれ程問題にならない

、 。 、 、日本の場合は 新築志向が強いので中古市場が厚くないわけです そうしますと 例えば

あと５００万円借りたかったけど、借りられなかったという人はどういうことになるかと

いうと、質の悪い住宅を建てるとことになると思うのです。この様なことも視点に入れて

おく必要があると思います。住宅金融公庫が廃止されたということにウエートが置かれて

おりまして、今後、民間の金融機関における信用割り当てが引き起こす質の問題という視

点が、若干ないような気もするのです。それを回避するためにどの様な配慮が必要かとい

うことも合わせて考えておく必要があると思います。

このことは中古市場の育成ということとも関連いたします。厚い中古市場が信用割りの

視点からも大事な役割を果たします。同時に中古住宅も含めた資産としての住宅という観

点も、今回はなかったような気がするので、そういう視点も入ってほしいという感じがい

たしました。

それからもう一つは、小さなことかもしれませんが、モーゲージブローカーを育成しよ

うとしていて、一方、今回住宅ローンアドバイザーを創設していますが、その違いがあま

りはっきりわからない。屋上屋を重ねてしまったり、資格の内容がよくわからないような

感じになってはいけないので、そこをもう少し明確にしていただけたらと思います。

以上、２点です。

【委員】 第１点ですけど、こういうように考えてよろしいのですか。情報の不足のた

めに、民間にホームローンをやらせると、結局は機械的に支援割り当てをしてしまって、

元来は貸し出してもいい人にまで貸し出しが起きなくなってしまうことがある。ある意味

では市場の失敗が起きてしまう可能性がある。それで、今まで公庫はそこのところを勇猛

果敢に貸していたのは、弊害もあったかもしれないけれども、ひょっとしたら、そういう

市場の失敗を救済するという非常に重要な役割を果たしていたかもしれない。そういう意

味ですか。

【委員】 確かに公庫にはその様な役割も果たしていました。一方で、公庫は逆選択も

やっていたと思うのです。信用割り当てが金融・金利の自由化・証券化の進展の後も続く

。 、 、ことが問題です アメリカの場合は 結構起こっていることが問題になっているのですが

先ほど申し上げたように、中古マーケットが厚いですから経済厚生の問題は別として、住

宅の質の問題は深刻化していません。
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ところが、日本の場合は、中古マーケットが非常に薄いわけですから、そこで吸収でき

るかどうかという問題があるということです。

【 】 、 、 、委員 そもそも公庫ができて 民間ができないということの１つの理由は 公庫は

扱っている量が多かったから情報量がすごくあったという側面もあると思うのです。だか

ら、先ほど○○委員がおっしゃったような、貸し出しのデフォルトのケースについての細

かい情報というようなものを、公庫が持っているものを民間に出せば、そうすると信用割

り当てが減るという側面もあると思うのです。

【委員】 そういうものが実際あれば……。

【委員】 それは、ひとつやろうと言っていらっしゃるわけだから、やるんだと思いま

す。

それで、もう一つは、同時に、中古市場の活性化というようなことはどのみち必要なわ

けです。それは、具体的にはどういうことを盛り込めばいいということなんですか。

【委員】 それは言い出せばきりなくいっぱいあるのですが。

【委員】 じゃ、それも検討するという文言を……。

【委員】 視点がなかったからと申し上げました。

【委員】 はい、わかりました。

【委員】 よろしいですか。

その点はノンリコースに絡むので、民間は貸せない理由の一番大きなところというのは

やはり人を見て貸すところにあるわけです。これに対して公庫は、確かに逆選択的とは言

、 、 、われておりますが 適合審査をして 相応に住宅の質を確保してやってきたことによって

経済対策等で使われた部分で過度に貸し倒れが出ていると思いますが、そのノイズを除け

ば、ある程度、予定調和的に担保物件の価値というのが維持されてきたという性格がある

と思うのです。ですから、ノンリコースの議論で私が強調しておりますのは、この公庫の

特徴というのをもっと鮮明に打ち出されて、いいものに対して貸すということをやってい

かれれば、誰が借りてもいいものだったら貸すということをやっていくことで貸し倒れが

逆に減っていきながら、今おっしゃっているような融資選別の問題というのも解消されて

いくのではないか。

また、先ほどの中古市場の問題について言えば、本来、中古物件が持っておる価値より

もずっと低い査定しか、現在、融資者が与えていないというところが最大の問題でござい

まして、やはりそこを公庫が積極的に、本来、理論的にあるべき価値の額までは貸すとい
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うことをやっていくことで中古マーケットに入ってくる方の層が増えてくると、融資額は

むしろ増えるんだというのが私のノンリコースに関わる主張でございまして、今の○○委

員のご議論とあわせれば、ぜひその辺のノンリコース化というところを少し強調していた

だけるとよいなと思っておるところでございます。

【委員】 今の議論に関連してですか。○○委員どうぞ。

【委員】 今、各委員がおっしゃいましたことを前々回も何度も申し上げましたので、

繰り返しませんけども、２３ページの最後に、情報システムということが、そういったこ

とを踏まえて書いてはくださっておりますけども、これが、ある程度、独立行政法人がや

るのか、サムバディがやるのか、ちょっとはっきりしていないところがございます。文言

としてはこれでとどめてもいいかもしれませんけれども、やはり申し上げたいことは、そ

ういった中古物件に関する情報の整理ということがないと、きょう、ここで書かれたこと

がニワトリと卵で、非常にいいことなんだけども、なかなかそれが離陸していかないとい

うことになりますので、再度、そういった情報システムをつくることにも、公のもうひと

つ踏み込んだ関与があっていいのではないかというように思います。

【委員】 どうもありがとうございました。

基本的に、金融公庫の改革にまつわる中古市場の活性化に関する官の役割ということに

ついてのご意見だったと思います。それをもうちょっと積極的に書いたらどうだろうとい

うのが○○委員のご意見だと思いますが、どうでしょうか。

【事務局】 今のご指摘は、先ほどの○○委員の話とも非常に絡んでいる話だと思いま

す。

人の問題とモノの問題の審査をどうするかという問題は、これからの大きな問題として

認識はしておりまして、ノンリコースローンをどのように普及するかということと関連し

ています。また、中古市場の中でそれをどう評価していくのか、またその評価の中で、融

資をどうするのかなど、いろいろなものが絡んでいる問題だと考えております。今のお話

を、もう少し強調する方法もありますが、もう少し幅広い観点から考えていく必要があり

ます。

２つ目のローンアドバイザーの件ですけれども、ローンアドバイザーという言葉がひと

り歩きをするからかもしれませんが、文章では、ブローカーよりはもう少しレベルが庶民

的、一般的な知識を加えるという感じでとらえております。今後、区分をしたいと思いま

すが、発展形として、モーゲージブローカーに対するものをどう考えるかという課題もご
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ざいます。当面、書いているローンアドバイザーは、住宅事業者等に対して知識をつけよ

うという意味でございますけれども、モーゲージブローカーの今後の課題について、単な

るあっせんや、取り次ぎをするという場合であっても、何らかの方法を考えないといけな

いということで、規制のあり方も検討すべきと書いております。その中でどうするかとい

う議論は、今後の課題としてあるのかと思います。

【委員】 まず、本日の中間とりまとめでございますが、２つの政策課題に対応すると

いうことで、適切にまとめられていると私も思っております。

その上で、今後の最終とりまとめについて、幾つか気づいている点とか意見なりという

のを何点か申し上げたいと思いますので、また、今後の議論の中でいろいろご検討いただ

ければと思います。

資料１の３２ページでございますが、そこに、ちょうどここは市町村等の地方公共団体

が主体と書いておりますが、都道府県の役割はどうするのかというのが一つあると思うん

です。それで、やはり大都市圏と地方でも都道府県の役割と市町村というのは少し違うと

思いますので、これは、やはりもう少し、今後、状況を分けて、それから、特に公社の扱

いですが、これをどうするのかというのはやはり明確に出していったほうがいいのかなと

いう感じがいたします。

その関連でいいますと、ちょうど資料３で、１枚、非常にわかりやすい資料がきょう出

されておりますが、公庫と公営住宅と公団を改革するということで、当然、その必要性は

わかりますが、公社をどうするのかということで、これは、やはり長年、住宅政策の柱の

一つだったと思いますので、いろいろ経営上難しい公社もあるようでありますが、これを

どうするのかというのは、やはりこの機会であわせてご論議されていいのかなという感じ

がしております。

それからもう一つでございますが、この中間とりまとめの３６ページ以降でございます

けれども、ここに活力ある都市地域づくりのための公的賃貸住宅の活用ということで、こ

れについて、やはり今後、大変大きな政策だと思いますので、ぜひいろんな政策の具体化

を進めていただきたいと考えております。

特に、従来の既存の公的賃貸住宅のストックというのは、住宅そのものがストックであ

ると同時に、立地している場所そのものが、都市化した、かなり土地利用が高度化されて

いる場所の中での、古い建設年度の賃貸住宅というのはたいへんいい場所といいますか、

、 、 、 、重要な場所で むしろその場所を 単純な住宅の建て替えではなくて 地域の都市づくり
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まちづくりを含めてどうするかという、やはり重要な種地であろうと思うのです。ですか

ら、国なり地方自治体が住宅政策を展開する場合に大変重要な場所だと思いますので、ぜ

ひこの仕組みなり、いろいろな補助金なり、交付金なりを含めて、いろいろご検討いただ

くといいのかなと考えております。

それから、そのことと少し関係がございますが、やはり国としての住宅政策ということ

になりますと、１つは、法律制度そのものをどうするか。改革が必要であれば直していく

と。それをやはり打ち出したのが一つあると思います。それから税制ですね。

それからもう一つは、やはり、今、三位一体、いろいろ言われていますが、国の住宅政

策として、地方自治体に対する補助金なり交付金なり、やっておくべきものは堂々とやっ

ておくべきであると思いますし、むしろ時代としての役割を終えたものはやめていくとい

うことが、もう少しめりはりが出てきていいのかなという感じがしておりますので、そこ

ら辺も今後ご検討いただければと思います。

それからもう一つは、地方都市は、かなり地方都市としての規模、それから住宅、土地

・建物所有とか、所得階層とか、そこでの公営住宅の役割はかなり明快だと思いますが、

地方都市の中で一つ考えてほしいのは、ぜひ、今回景観緑三法をつくりましたし、町並み

の居住ということは単純にただマンションが建つということではなくて、むしろ町屋の再

生とか、歴史的な町並みのそのままの再現ではないと思うんですね。そういう地域の歴史

のたたずまいとかの維持なり、新たな創造に寄与するような形での住宅政策があり得るの

、 、 、 、 。かどうかという そこら辺は ぜひ 今後 少しご検討をいただきたいと思っております

それから、大都市圏については、実は単純な所得ではなくて、私自身、思いますのは、

特に高学歴の女性が、やはり子育ての関係で、どうしてもお互い共働きですと、転勤等い

ろいろあったり、それから離婚もあったりとか、いろいろあると思うんですが、いろいろ

単身だったり、子育ての時期が非常に大変だとか、そういう課題がありまして、これは地

方都市とはちょっと異なると思うんですね。地方都市の場合、かなり自分の両親に依存し

たりとかあるかもしれませんが、ですから、必ずしも所得ではなくて、そういう方々が、

ある時期に働きやすいといいますか、どうしても、ある程度、住宅制度の後押しがあると

、 、 。 、 、非常にいいという ある年代といいますか 時期があると思うんです ですから 都市の

やはり少子化の中で、むしろ日本の都市の活力、また、そこに都市の、やはりそういうも

。 、 、 、のをどうするか それから 場合によっては外国人労働者のかなり専門職の方々が 最初

東京なりに勤めた場合に住宅をどうするのかと、いろんなことがあると思うのです。です
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から、そういうことは、やはり日本全体の量的な問題では少ないかもしれませんが、日本

の都市の活力の維持とか、さらなる発展にとっては、やはり非常に大きなことではないの

かなと思いますので、そういうことも今後いろいろと議論していただくとよいのではない

かと考えております。

以上です。

【委員】 ありがとうございました。

それでは、○○委員よろしくお願いします。

【 】 、 、 、委員 私もこの中間とりまとめにつきましては 今までの議論が整理されて また

今後の検討の方向性というか、そういうものも示唆された形で、よく短時間でまとめてい

ただいたなというように思います。

特に、２章のほうの住宅セーフティネットの機能向上というところで、公的な住宅とい

うのは単なる住宅困窮者に対する福祉住宅としての機能、位置づけ、これは、一つ明確に

ここで言われているわけですが、それだけではなくて、いわゆるこれからの福祉的環境づ

くり、まちづくりですね。それに向けたツール、いわゆるコミュニティーストック、コミ

ュニティーキャピタルとしての住宅の機能、それに対して、公的にどう支援する仕組みを

つくっていくかとか、その辺がうたわれていると、位置づけられたというように思ってい

ます。

しかし、環境づくり、コミュニティーストックとして、具体的には、地域との連携だと

か福祉との連携が重要だということはありますが、その辺、もうひとつ踏み込んで、いわ

ゆるそういう住環境をだれがつくるかというと、やはり住民なり、居住者なり、住民・居

住者イニシアチブの住まいづくりだとか、まちづくりだとか、そういうものがいわゆるコ

ミュニティー形成型の良好な住宅ストックづくり、具体的にはそういうことなんですが、

それは、ハード・ソフトの面から非常にサスティナブルな住宅ストックをつくっていくと

、 、いうように私は思っているので その辺を少し踏み込んだ記述が欲しいかなということと

それに連携しまして、金融の市場化というか、市場化のほうで、いろいろなところに公的

な役割として民間では困難な融資への対応というところがありますが、その辺に、今まで

は、先ほどの話とちょっと変わるところがあるんですが、金融公庫は個人共同だとか、そ

れから、公団は、やはりコーポラティブ住宅の一応制度がありましたが、ただし、あれは

あくまでも個人融資であったわけなんです。そうではなくて、そういう十分居住者イニシ

アチブの共同住宅、コーポラティブだとか、あるいは具体的にコレクティブだとか、ほか



- 34 -

にもあるわけですが、そういう、物理的にも、建物が、いわゆる今までのマンションだと

か、戸建て住宅とか、そういうものと違ったコミュニティー形成を可能にするような空間

の質、そういうものも組み込んだもの、そういうものに対する、なかなかこれは民間では

やりにくいところだと思いますが、その辺について、公的な支援が要るのではないかと思

います。

２１ページの、民間では困難な融資への対応のところで、上のほうですが 「職業・勤、

務先、団信の加入等の別なく」というのがありますが、もう一つこれに加えて、例えば住

宅コーポラティブ、住宅協同組合、日本にはこの制度がないわけですけれども、その辺に

ついても、今後検討をしていくような、何か可能性をここの中に入れておいていただけな

いかなというように思うのですが。

【委員】 どうもありがとうございました。

今のおふた方のご意見、特に○○委員に対して、事務局のご意見をお願いいたします。

【事務局】 この中間とりまとめの記載自体は、ちょっと踏み込みが足りないかなとい

うようなご意見がございました。私どもとしても、おそらく私どもの目指そうとしている

ところは、多分、委員のおっしゃっていることの方向だと私も思っておりますけども、サ

スティナブルなコミュニティーづくりのようなものに対して住宅がいかに寄与できるか

と、あるいは、いかに寄与していくべきかということについては、引き続き住宅政策の基

本的な勉強をこれからさしていただきますので、そういった中でも議論させていただきた

いというように思っております。ありがとうございます。

【事務局】 後半のコーポラティブの関係ですけれども、１４ページの②で、都市居住

再生の中で、地方公共団体と連携しつつ、関係権利者云々とあって、マンション建て替え

の問題のように権利調整が複雑で、いろいろアドバイスをしながら進めていくというもの

も入っています。この中でいろいろ検討はしたいと考えております。

【委員】 それでは、○○委員。

【委員】 短期間でここまで中間とりまとめをしていただきまして、その内容について

は特段の異論はありませんので、修正変更をお願いするということではなくて、今後の検

討に関しまして、１点だけお願いをしておきたいと思います。

独立行政法人については、現在の公庫もそうですけども、利子補給や財政収支を前提と

。 、せずに運用していくという方針が打ち出されています これはこのとおりだと思いますが

それが将来にわたって担保されるような検討をしていく必要があるのではないかという点
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でございます。中間とりまとめでも、民間で対応困難な分野について対応するということ

が随所に出てまいりますが、現実の問題としましては、今後、民間で対応困難な分野とい

うのは、比較的、民間が考えますよりもリスクコントロール、リスクマネージメントが難

しい分野になる可能性があろうかと思います。そういった分野について、公庫なり独立行

政法人が対応していくと、そのリスクマネージメントをどうするのかと、これは本文の中

でも、その高度化を図っていくという方針が出ておりますが、その点が１つ。

、 、 、もう一つは 証券化支援事業を通じまして 引き続き金融システムに対する影響力なり

マーケットでの市場占有率というのがかなり大きくなっていくことが予想されます。金融

システムの安定性のために、やはり独立行政法人の財政・財務内容ということをしっかり

したものにしていっていただかないといけないと。この２点は、似て非なるようで同じ問

題でございまして、単にリスクマネージメントを高度化するという観点だけではなく、そ

れを担保するために、例えば、客観的な第三者によるチェック体制、財務内容やリスクマ

ネージメントのあり方に対するチェック体制を検討していく必要があると思います。その

辺も含めて、今後の独立行政法人、情報開示の問題もこの資料２には入っておりますけれ

ども、そういったものをトータルに含めて、独立行政法人のあり方というものを議論して

いっていただければというように考えます。その点だけでございます。

【委員】 将来の検討のご要望ですね。

【委員】 はい、監督検査ということになるのか、あるいは、別途、第三者によるチェ

ック体制というものが考えられるのか、その辺のことを十分含めて検討していただければ

ということでございます。

【委員】 わかりました。

ほかにご意見ございませんか。○○委員。

【委員】 非常に短期間に今回の中間とりまとめを総合的体系的にまとめられて、内容

については、特に大きくということはございませんが、１点のみ、２章の住宅セーフティ

ネットの機能向上に向けてというところで、将来に向けて重要だと思うので、申し上げた

いと思います。

基本的に、公的賃貸住宅をキーワードにいろいろなことが展開しているんですが、この

公的賃貸住宅というものが、５年前ですと、それは公営住宅と公団住宅と公社の賃貸住宅

というふうにたちまち了解されました。ところが、今回、その中に特優賃ですとか高優賃

というものが入ってきています。また、将来、それもかなり変質しそうだということも読
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みとれます。公的賃貸住宅とここで呼んでいるもの自体への再定義が非常に必要になって

いるというのが今回の中間とりまとめの一番重要な点ではないかと思います。

そうしますと、３３ページ以降、いろいろこれからの方向性が書いてあるのですが、公

的賃貸住宅と呼んでいるものが、５年前の時点での公的賃貸住宅の部分であったり、それ

から、高優賃とか特優賃を含んだ部分の公的賃貸住宅であったり、あるいは、かなり将来

の新しい公的賃貸住宅のあり方を含んで言っているようなところもあったりしますので、

少し精査できるのであればしていただく。それと同時に、むしろ公的賃貸住宅と呼んでい

るものの再定義こそが喫緊の課題だということをどこかに明確にしていただくと、内容が

非常にわかりやすくなると思いました。

以上です。

【委員】 これは非常に重要なご指摘だと思いますが、事務局のほうでどうお考えでし

ょうか。

【事務局】 まさに、ほんとうにこれからの大きなテーマであると思っていまして、今

回も、例えば、公的賃貸住宅の相互の連携とか、あるいは、一体的な管理を視野に置いた

とか、そういった表現をさせていただいておりますけども、まさに○○委員がおっしゃい

ましたように、そこであぶり出されてくるものは、公的賃貸住宅というものが、それぞれ

いろいろな事業主体がいろいろな住宅をつくっていたという世界から、それを公的賃貸住

宅という、ほんとうに必要な人に必要なものをどのように提供していくかという一つの土

俵をつくらなければいけないということを我々としてもこの作業の中である程度明らかに

してきたつもりでございますので、まさにそういう問題意識を我々は持っているというこ

とで、次の議論につなげていきたいと思っております。

【委員】 しかし、文章も多少整理したほうがいいかもしれませんね、今のご指摘のよ

うなことがあると。そういうふうに思います。

それでは、あと、ほかに。はい、どうぞ。それでは、最後の質問ということで、○○委

員。

【委員】 今回の公営住宅関連のほうですが、地方自治体としても、大変はばひろくこ

れからいろんな展開ができるのではないかと思って大変ありがたく思っておるような次第

で、大変いいまとめだと思います。

それで、実は、今日のお話をこちらへ来て聞いておりまして、ちょっと気になったとい

いますか、前からどうしたらいいかなと思っていることだけちょっと申し上げて、今後の
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検討でうまくいけばということをちょっとお話ししたいと思います。それは、先ほどから

の話で、収入分位下から２５％というお話がございました。そこら辺とも絡む問題だと思

いますけど、実は、○○市の場合、中心市街地のアーケード街の上に借り上げ市営住宅を

やろうということで進めておるわけです。その周りのほうに、中心市街地の少し離れたあ

たりで民間の賃貸マンションをやっている方が結構あるわけですが、家賃が、民間ですか

ら市営住宅みたいに割り引きがないと。ところが、２５％以下のあたりも結局そういうと

ころへ今入っているわけですけど、その人が、行政が市営住宅をつくると、みんなそっち

のほうが、しかも新しいですから、立派なものができるわけです。いいところに入って、

安い家賃で、しかも、民業も圧迫しているじゃないかという話が実はちらほらちらほら出

てきておりまして、したがって、借り上げ市営住宅、少しペースダウンしなきゃいかんか

なということも片一方では思いながら、そうはいっても、アーケード街の上に住宅を載せ

ようと思いますと、やっぱり民間ではリスクが大き過ぎるものですからできないと。そう

すると、やっぱり公営で借り上げて、とりあえずつくって、２０年後に民間にしてくださ

いよと、こういう手しか今のところないもので、これをやっているのですが、そんなこと

で、きょうのお話を聞いていて、やはり少し何かいろいろ考えなくてはいけないかなと思

いましたので、ちょっとそのことだけ、お話しだけさせていただきます。

【委員】 どうもありがとうございました。

それでは、ほかにご意見ございませんでしょうか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

【委員】 それでは、ないようでございますので、前の基本制度部会での議論をちょっ

。 。と簡単にご紹介したいと思います これも全く内容変更というようなことではありません

本報告書の中で家賃補助についても、将来的に検討しようということが入っているのです

が、これは、基本制度部会ではかなり家賃補助必要論の議論が出ました。そして、そのと

きに主張された補助の根拠をリストすると次のとおりでした。①余った既存住宅を、民間

の既存住宅を活用するのに役に立つではないか。②次に先ほど出ましたような、ストック

の集中、コミュニティーバランスを崩すような、一部に集中するということを防いで、家

賃補助にすれば低所得者の方がまち中にある程度広がることができるではないか。③高所

得者になった場合に、こういう家賃補助の場合には出て行っていただかなくても、補助を

とめればいいわけですからできる。④もちろん大きなコスト節約にもなるだろう。このよ

うな理由があるのだから、家賃補助ということを、新築の公営住宅をするかわりにだんだ
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ん入れていくということが重要ではないかという指摘がありました。

事務局のほうから、先ほど○○がご説明になったように、今回は、既存の公営住宅をど

うするかということに目的が限定されているので、今回は取り込むことができなかった。

しかし、次はそういうことを当然住宅政策の課題として考えていきたいというようなお答

えがあったというので、その経緯をご紹介しておきたいと思います。

、 、 。それでは 本日 たいへん有益なさまざまな将来の検討の課題をいただいたと思います

それで、さらに、また具体的な修正のご要望もありました。○○委員の、中古市場の資産

としての活用をよりできるようにというようなことをやってほしいということと、それか

ら、○○委員の公的住宅に関する用語の整理をしておいたほうが読むほうにとって楽なの

ではないかというご指摘があったと思います。

、 、 。このようなご意見を参考にして 事務局と調整の上 必要な修正を行いたいと思います

具体的な修正の文言については、私にご一任いただきたいと考えておりますが、ただいま

の取り扱いでよろしいでしょうか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

【委員】 ありがとうございます。

それでは、委員の皆様のご賛同を得ましたので、修正したものを基本制度部会及び住宅

宅地分科会の中間的なとりまとめとして決定させていただきたいと思います。

修正された中間とりまとめにつきましては、事務局より各委員に送付させていただきま

すとともに、プレスに発表させていただきます。

このたびの中間とりまとめにあたりましては、住宅宅地分科会及び基本制度部会の委員

の皆様方には、非常にご熱心にご審議をいただき、また、短期間において精力的に取りま

とめをいただきまして、改めて厚くお礼申し上げます。

それでは、次に報告事項でございますが、現在、国土交通省住宅局において住宅政策改

革要綱を策定中と伺っております。それでは、その案につきまして、事務局よりご報告を

お願いいたします。

「住宅政策改革要綱 （案）について」

【事務局】 資料の３と資料の４で、ご説明させていただきたいと存じます。

資料の３のカラーの大きいのが全体の俯瞰図みたいな資料でございますが、資料の４の
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ほうに、表紙 「住宅政策改革要綱～住宅政策の集中改革の道筋～」というものを取りま、

とめさせていただいております。

この趣旨でございますけれども、２ページのところを見ていただきますと、本日、この

分科会及び基本制度部会のほうから取りまとめをしていただいた、こういう取りまとめを

受けまして、具体的に国土交通省としてどういう措置をしていくのか、どういう施策をと

っていくのかということをまとめたいということでつくったものでございます。

これに加えまして、実は、１１月１９日に自由民主党のほうからも、中古住宅リフォー

ムの推進、それから住宅金融改革、公的賃貸住宅改革という３つの提言がなされておりま

す。公明党のほうでも検討していただいております。こういうものも踏まえて、下から２

つ目のパラグラフでございますけれども、住宅政策全般にわたる主要課題と改革の道筋を

明らかにするために、この要綱を策定いたしまして、これに基づきまして、今後おおむね

、 。２年間を目途に 住宅政策について集中的な改革に取り組みたいということでございます

次の３ページに、改革の基本的考え方。これは住宅政策の理念とか目標とかいう部分で

ございまして、こちらのほうにつきましては、これまで八期五計なり、建議なりでご提示

いただきました当審議会のお考え方を踏まえまして、私どもとして整理をいたしまして、

、 、 、 、ここの３ページの下のところに書いてございますように 住宅の位置づけ それから ①

②によりますような大きな考え方、これを通じまして国民の豊かな住生活を実現していこ

うという基本理念のもとに進めたいということでございます。

、 、 。 、これをさらに敷衍しますのが４ページ ５ページ ６ページでございます ７ページで

これは、冒頭に、中間とりまとめの一番最後の４０ページのところでもご説明させていた

、 、だきましたけれども こういう具体の取り組みのさらにその先にあるものといたしまして

この住建法及び５箇年計画にかわる新たな制度的枠組みの検討、これを国交省としてもし

ていきたいということで、この審議会のご審議を踏まえた検討スケジュール等を示させて

いただいております。

それから、具体的な施策でございますが、これは、８ページから、３つの改革、それか

ら５つの重要施策ということで、それぞれ具体的にやることを整理させていただいており

ます。個別にご説明するお時間はございませんが、例えば、８ページの住宅金融システム

につきましては、９ページのところにございますように、平成１７年通常国会に、住宅金

融公庫の廃止と新独立行政法人の設置を内容といたします法案を提出するということにさ

せていただきたいと考えております。
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それから、セーフティネットにつきましては、１１ページでございますが、これにつき

ましても、１１ページの一番下のところにございますように、地域における居住機能の向

上等をテーマといたします法案をこの通常国会に提出させていただきたいということで、

それ以外のご指摘いただきました施策で、具体的に取り組めるものにつきましては、１７

年度、１８年度にどういう取り組みをするのかということを整理させていただいておりま

す。

それから、ちょっと先ほどいろいろ話題に出ましたので、言及させていただきますと、

１５ページのところに主要課題への取り組みの１番目といたしまして、中古住宅流通、住

宅リフォームの推進というのを掲げさせていただいております。中古住宅の流通につきま

しては、本日ございましたように、住宅金融とか、そういうものと非常に密接に関連する

施策ということでご議論があったわけですが、これはこれで１つのジャンルとして、５箇

年とか建議とかを踏まえて、我々としてもいろいろな取り組みをやらせていただいておる

ということでございます。特に、１５ページの「今後の対応」の下から２つ目のところに

ございますように、税制の取り組みを今一生懸命やっておりまして、住宅ローン減税等の

築年数要件の撤廃に向けて、今、追い込みの努力をしているところでございます。それか

ら、１７ページにまいりますと、これもリフォームということでございますけれども、耐

震改修促進税制につきまして、現在、１７年度創設ということで要望中ということでござ

います。

これ以外の４つの施策につきましてもいろいろ進めてまいりますけれども、一番最後の

２６ページのところにございますように、まちづくりとの一体性といいますか、そういう

面的な、ある程度、住宅市街地の整備によります居住環境の向上ということも、当然、住

宅政策の重要な１つの柱だというように考えておりまして、これにつきましても、いろい

ろ施策的に取り組みを進めてまいりたいということでございます。

大変雑ぱくでございますけれども、本日、中間とりまとめをいただいたということを前

提に、それを踏まえて、具体的にこういうことを国交省としてもやりたいというのをあわ

せて記者発表等をさせていただきたいと存じていますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

以上です。

【委員】 ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局からの報告に対してご質問はございませんか。
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（ なし」と呼ぶ者あり）「

【委員】 それでは、なければ、以上で本日予定しておりました議事は終了いたしまし

た。

ほかに何かご質問、ご意見等はございますでしょうか。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

【委員】 ないようでしたらば、事務局から連絡事項があればお願いいたします。

閉 会

【事務局】 分科会長、一言御礼のごあいさつを申し上げます。

住宅宅地分科会及び基本制度部会の委員方には、非常に短期間で、目の前の政策改革課

題であります住宅金融公庫、それから公的賃貸住宅のあり方、２つについて、非常に稠密

なご議論をいただきまして、今日、その基本的な方向を示していただきました。今予算編

成の最中ですけれども、年末までに予算過程を通じて、これを内閣の方針として確認をし

て、直ちに立法作業に入りまして、来年の通常国会にはこれを提出させていただこうと思

っております。いよいよ年が明けましたら、本来の分科会、それから、部会のテーマであ

ります住宅基本法制のご審議に入っていただくわけですけれども、今日、今後の課題とし

て各委員の皆様方からご指摘いただきましたこと、いずれも大事なポイントでございまし

て、来年の本格的な審議の中でぜひ詰めていただいて、再来年の通常国会ではぜひきちん

とした基本法制ができますように、私どもも国会での審議と並行する形になりますので、

非常に厳しい状況ですけれども、一生懸命取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。

基本法制ができますと、実は、それで終わりということではなくて、毎年毎年、予算制

度も税制も法律制度も改革してまいります。ですから、その方向に沿って、冒頭、○○委

員からもご指摘がありましたけれども、現場の運用の旗印として、基本法制でそういうこ

とが掲げられますと、５年、１０年と進んでいけば、そういう方向が必ず実現すると思い

ますので、年が明けましたら、さらに一生懸命努めてまいりたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

【委員】 どうもありがとうございました。
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このとりまとめに当たって、委員の皆様方のご協力、ほんとうにありがとうございまし

た。

それから、事務局の方々のご努力もほんとうにありがとうございました。

それでは、本日は、長時間にわたりましてご審議いただきましたことをお礼申し上げま

す。

以上をもちまして、本日の分科会及び基本制度部会の合同会議を終了させていただきた

いと思います。

── 了 ──


